
プラネタリーヘルスの概要について 

 

１ プラネタリーヘルスとは   

プラネタリーヘルス（Ｐｌａｎｅｔａｒｙ Ｈｅａｌｔｈ）とは、人間の健康と地球の健

康が独立ではなく、相互依存によって成立しているとの認識を持って、人間と地球との持続

可能な関係を確立するための研究、教育と行動の枠組みを提供しようとするもので、「人の健

康」「社会の健康」「自然の健康」の全てを捉えたアプローチが必要であるという考え方です。 

２０１５年にロックフェラー財団とプラネタリーヘルス委員会が報告書で提唱し、その概

念が急速に普及しています。 

 

２ 国におけるプラネタリーヘルスの位置付け 

 政府の主要計画にプラネタリーヘルスに係る記述が追加されています。 

（１）ＳＤＧｓ実施指針（ＳＤＧｓ推進本部） 

・２０２３年１２月改訂版において、プラネタリーヘルスが明記されました。 

・国際保健分野の取組において、「プラネタリーヘルスの考え方を踏まえ、地球規模課題の

相互連関に留意する」と記載されました。 

 

（２）第６次環境基本計画（環境省） 

・２０２４年５月に公表され、「現在及び将来の国民一人ひとりの生活の質、幸福度、ウェ

ルビーイング、経済厚生の向上」を最上位の目的に掲げ、循環共生型社会の構築を目指

すとされています。 

・本計画の 第２章 重点戦略ごとの環境政策の展開－４「ウェルビーイング／高い生活の

質」を実感できる安全・安心、かつ、健康で心豊かな暮らしの実現（１）人の命と環境を

守る基盤的な取組において、『「地球の健康」と「人の健康」は相互に関係しており、両

者を一体的に捉える「プラネタリー・ヘルス」の視点から地球環境問題に取り組んでい

くことが求められている。』と記載されました。 

 

３ 亀山市におけるプラネタリーヘルス 

「健康都市」とは、人の健康だけでなく、社会環境の全てが健全であることが重要である

という考え方で、平成２２年に健康都市連合に加盟するとともに、平成２９年度にスター

トした第２次総合計画以降、将来都市像に「緑の健都 かめやま」を掲げ、環境分野におい

ても先駆的な施策を展開しています。 

 

（１）かめやま健康都市大学第二期 健康都市コースでの講座 

日   時：令和６年９月２１日（土）１３:３０～１５:００ 

場  所：亀山市文化会館 中央コミュニティセンター 

講  師：広島大学ＩＤＥＣ国際連携機構准教授  

令和８年４月１６日開催 

教育民生委員会資料 

健康福祉部健康推進課 



ＰＨＩＳセンター長 鹿嶋小緒里先生 

 演  題：プラネタリーヘルス（地球の健康）と私たちの健康  

参加者数：７３名 

 

（２）第８４回日本公衆衛生学会での事例発表 

日   時：令和７年１０月２９日（水）１４:５０～１６:２０ 

場   所：静岡県コンベンションアーツセンター（静岡県静岡市）  

日本公衆衛生学会は、会員９，６００名を超える国内最大規模の公衆衛生系学会であり、

研究者・行政・医療・地域関係者が集まり、最新の知見や政策、実践を共有するもので、第

８４回総会はその年次大会にあたります。 

第８４回の大会のテーマは、「フェーズフリーの地域づくりと健康危機管理」で災害、感

染症、生活習慣病、メンタルヘルス等、日常（平時）と非日常（災害・危機）の両方で健康

を守る地域づくりをテーマとして実施され、広島大学の鹿嶋小緒里准教授が座長を務めら

れた公募セッション「自治体×プラネタリーヘルス×公衆衛生」の中で亀山市長が事例発

表を行いました。 

・市長発表要旨【別紙参照】 

 

（３）かめやま健康都市大学第四期 健康都市コースでの講座（２講座） 

受講生が必須で受講する健康都市コースのテーマを「プラネタリーヘルスを知ろう」に

設定し、下記講座を予定しています。 

日   時：令和８年６月２７日（土）１３:３０～１５:００（予定） 

場  所：亀山市文化会館 中央コミュニティセンター  

講  師：東京科学大学 名誉教授 中村桂子先生  

 演  題：「健康都市が支える人の健康・地球の健康」 

  

日   時：令和８年９月１３日（日）１３:３０－１５:００（予定） 

場  所：亀山市文化会館 中央コミュニティセンター  

講  師：一般社団法人Ｒооｔｉｎｇ Ｏｕｒ Ｏｗｎ Ｔоｍооｒｒоｗｓ理事 

長倉 綾子氏  

 演  題：「生物多様性とＯｎｅ Ｈｅａｌｔｈ」 

 

（４）プラネタリーヘルスにつながる亀山市での取組 

ア 亀山版ＯＥＣＭ認定制度「かめやま生物多様性共生区域認定制度」（担当部署：環境課） 

市では、多様な主体が守っている自然豊かな 

様々な場所を認定し、その場所で行われている 

活動を支援する「かめやま生物多様性共生区域 

認定制度」の運用を令和５年度から開始しています。 



【現在認定１２か所】 

 

イ 亀山市鈴鹿川等源流域の自然環境と歴史的資源を守り継ぐ条例（担当部署：農林振興課） 

亀山市は、鈴鹿川等源流域の自然環境と歴史 

的資源に改めて誇りを感じ、その自然環境等を 

かけがえのない財産として守り、次世代に継承 

していくため、亀山市鈴鹿川等源流域の自然環 

境と歴史的資源を守り継ぐ条例を平成３１年４ 

月に制定しています。 

 

 

ウ 亀山市気候非常事態宣言（担当部署：環境課） 

 気候非常事態の危機的な状況を認識し、国際社会の一員 

としての責務を果たすため、災害対策に取り組みつつ、地 

球温暖化を防止し、気候変動を緩和するための行動を起こ 

さなければなりません。そこで、持続可能な社会を実現す 

るため、令和５年７月１０日に「亀山市気候非常事態宣言」 

を行いました。 

 

 

エ 亀山市ネイチャーポジティブ宣言（担当部署：環境課） 

生物多様性の損失に歯止めがかからない中、より強い危 

機感を持つことが求められています。そこで亀山市では、 

「ネイチャーポジティブの実現」を重要な政策的課題と位 

置付けて取り組む姿勢を示すべく、令和７年６月２５日に 

「ネイチャーポジティブ宣言」を発表しました。 



プラネタリーヘルスプロジェクト第８４回日本公衆衛生学会総会 

亀山の「KISEKI」～緑の健都をめざして～ 

 

人の健康は、個人の責任によると考えられてきたが、水や空気、地産地消につながる安全

な食べ物、居住環境、教育、地域コミュニティなど、個人の努力のみではどうにもならない

要因が絡み合って影響している。「健康都市」とは人の健康だけでなく都市の機能のすべて

が健全であることが重要であるとの考え方である。亀山市では、健康都市の理念に賛同し、

最上位計画である「第２次亀山市総合計画」で、将来都市像を「歴史・ひと・自然が心地よ

い 緑の健都かめやま」と定め、歴史や文化、豊かな自然環境、そして市民力を活かしなが

ら、持続可能で心身ともに健やかなまちづくりを目指している。 

亀山市は古代より交通の要衝として栄え、江戸時代には東海道の宿場町として亀山宿・関

宿・坂下宿がにぎわった。特に関宿が国の重要伝統的建造物群保存地区に選定され４０年を

迎えたほか、「亀山市歴史的風致維持向上計画」が歴史まちづくり法の第１号認定を受ける

など、地域の歴史的な風情、情緒を活かしたまちづくりを推進してきた。 

また、地域では「市民力による高い地域力」を特徴とし、市民一人ひとりがまちに誇りと

愛着を持ちながら、地域課題に対し積極的に行動する姿勢が育まれている。「まちづくりは

ひとづくり」という考えのもと、老若男女がまちづくりに参画できる環境づくりを支援し、

地域の活性化と課題解決につなげている。 

さらに、「亀山市鈴鹿川等源流域の自然環境と歴史的資源を守り継ぐ条例」を制定し、先

人たちが継承してきた自然環境と歴史的資源をかけがえのない財産として次世代へ継承す

る姿勢を明確にした。加えて「亀山市気候非常事態宣言」を発表し、地球温暖化による災害

リスクへの対応と持続可能な社会の実現に向けた行動を強化している。また、生物多様性の

保全にも力を入れ、全国に先駆け亀山版ＯＥＣＭ認定制度「かめやま生物多様性共生区域認

定制度」を創設、より強い危機感から「亀山市ネイチャーポジティブ宣言」を発表し、生物

多様性保全を重要政策のひとつに位置付け、取り組むべき姿勢を示している。 

先人から守り受け継いだ歴史・ひと・自然は、人々の暮らしと地域の健康、さらには環境

の取組へとゆっくりと確実につながっている。亀山市が歩んできたプラネタリーヘルスの

実践を含む「緑の健都」の軌跡（KISEKI）は、必ずや未来の奇跡（KISEKI）へとつながる

道であると確信している。 
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